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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ウエーハから切り出されソーティングされた光半導体素子を光半導体装置内の素子取付
部に硬化接着させて光半導体装置を製造する方法であって、
　前記ウエーハから切り出されソーティングされた光半導体素子を基材シート上に配置さ
れたフィルム状の光半導体装置用接着剤に層ごとに貼り付ける貼り付け工程、
　前記貼り付けられた光半導体素子を前記フィルム状の光半導体装置用接着剤と共に前記
基材シート上から剥離してピックアップするピックアップ工程、及び
　前記ピックアップされた光半導体素子を前記フィルム状の光半導体装置用接着剤が前記
素子取付部と接着するように搭載し、該フィルム状の光半導体装置用接着剤を硬化させ該
光半導体素子を前記光半導体装置に硬化接着するダイボンド工程を有することを特徴とす
る光半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置用接着剤に関し、特に光半導体装置用接着剤及びそれを用いた光
半導体装置の製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　光半導体装置の製造においては、光半導体素子を素子取付部に接着するための液状、ペ
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ースト状の硬化性接着剤（ダイボンド剤ともいう）と、光半導体素子を上から封止等する
硬化性接着剤とが用いられてきた。青色ＬＥＤ（ライトエミッションダイオード）素子や
、青色波長以下の発光波長を有するＬＥＤ素子からの発光により波長変換を行うことで白
色光を発するＬＥＤ素子を有する光半導体装置の製造においては、光半導体素子を上から
封止等する硬化性接着剤として液状、ペースト状のシリコーン系接着剤が用いられてきた
。
【０００３】
　また、ダイボンド剤にも液状、ペースト状のシリコーン系のものが用いられており、シ
リコーン系ダイボンド剤は一般に内部応力が小さく、接着性に優れ、しかも光透過性に優
れている（特許文献１、特許文献２）。具体的には、特許文献１ではエポキシ・シリコー
ン混成樹脂組成物をポッティングし、１８０℃で１時間硬化することで発光半導体装置を
作製しており、また、特許文献２ではエポキシ・シリコーン混成樹脂組成物を底部に発光
素子を配置させたカップ、キャビティ、パッケージ凹部等にディスペンサーその他の方法
にて注入して加熱等により硬化させることで接着、封止している。
【０００４】
　このような、液状、ペースト状のシリコーン系ダイボンド剤の塗布方法としては、一般
的にはスタンピングにより塗布する方法が用いられている。以下、ダイボンド剤をスタン
ピングすることにより光半導体装置を製造する方法について図３（Ｂ）を用いて説明する
。まず、ＬＥＤ素子等の光半導体素子１３’は１枚のウエーハ１２’からダイサー１１’
により大量に切り出され（工程１’）、採取されるが、発光波長のばらつきが大きいため
光半導体素子１３’の１つ１つの発光波長を測定し、発光波長ごとに層別するソーティン
グという作業が行われる（工程２’）。次に、各層にソーティングされた光半導体素子１
３’は層ごとに１枚の粘着テープ２１にまとめて貼り付けられる（工程３’）。その後、
選択した発光波長層を有する光半導体素子１３’が貼り付けられた粘着テープ２１から光
半導体素子１３’を１個ずつ取り出すピックアップという作業を行う（工程４－１’）と
同時に、別に配置された光半導体装置１４’内の素子取付部１５’に液状、ペースト状の
ダイボンド剤２２をスタンピングにより塗布し（工程４－２’）、ピックアップした光半
導体素子１３’を素子取付部１５’に置くという作業が行われ、加熱などによりダイボン
ド剤２２が硬化され、光半導体素子１３’と光半導体装置１４’内の素子取付部１５’が
硬化接着させられる（工程５’）。
【０００５】
　しかし、上記光半導体装置の製造方法では、光半導体装置の素子取付部の一つ一つにダ
イボンド剤をスタンピングする必要があるため、時間がかかるという問題があった。この
問題は液状、ペースト状のダイボンド剤を塗布等して使用する以上回避できない問題とな
っていた。その為、高効率生産性、生産コストダウンの観点から液状、ペースト状のダイ
ボンド剤に代わる光半導体装置用接着剤及びそれを用いた光半導体装置の製造方法が望ま
れていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第４４７９８８３号公報
【特許文献２】特開平２００４－２６６１３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上記問題を解決するためになされたものであり、光半導体装置を効率よく製
造でき、特にライトエミッションダイオード（以下ＬＥＤという）、レーザーダイオード
（以下ＬＤという）をはじめとした光半導体素子（ダイ、ダイスまたはチップともいう）
を光半導体装置の素子取付部に固定するまでの作業を効率よく行うことができ、光半導体
装置の製造の生産性を高めることができる光半導体装置用接着剤、光半導体装置用接着剤
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シート、その製造方法及び光半導体装置の製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するため、本発明では、ウエーハから切り出されソーティングされた光
半導体素子を基材シート上からピックアップし、前記光半導体素子を光半導体装置内の素
子取付部に搭載した後、前記光半導体素子を前記素子取付部に硬化接着するために用いる
光半導体装置用接着剤であって、フィルム状に成形されており、前記基材シート上に配置
されており、前記基材シートから剥離できるものであることを特徴とする光半導体装置用
接着剤を提供する。
【０００９】
　このように、上記光半導体装置用接着剤であれば、フィルム状に成形されているもので
あり、基材シート上に配置されているものであるためソーティングされた光半導体素子に
光半導体装置用接着剤を貼り付けることができ、さらに基材シートから剥離できるためピ
ックアップ時に光半導体素子と光半導体装置用接着剤は共に一体となって剥離しピックア
ップされ、そのまま素子取付部に搭載され、光半導体装置用接着剤を介して硬化接着する
ことができる。そのため、前記素子取付部へのダイボンド剤のスタンピングが不要となり
、光半導体装置を効率よく製造でき、特に、光半導体装置の素子取付部に固定するまでの
作業を効率よく行うことができる光半導体装置用接着剤となる。
【００１０】
　また、前記光半導体素子の前記素子取付部に対する接着面の５１％以上２２５％以下の
面積を有する光半導体装置用接着剤であることが好ましい。
【００１１】
　このように、前記光半導体素子の前記素子取付部に対する接着面の５１％以上２２５％
以下の面積を有する光半導体装置用接着剤であれば、硬化後に充分な接着強度を得ること
ができ、また素子取付部を不必要に覆うことを回避できるため好ましい。
【００１２】
　さらに、被接着物に対する粘着力が２０ｋＮ／ｍ２以上３００ｋＮ／ｍ２以下の光半導
体装置用接着剤であることが好ましい。
【００１３】
　このように、被接着物に対する粘着力が２０ｋＮ／ｍ２以上３００ｋＮ／ｍ２以下の光
半導体装置用接着剤であれば、光半導体素子を基材シート上からピックアップする際に、
光半導体素子と光半導体装置用接着剤とが剥がれにくいため共に一体となってピックアッ
プしやすく、また、ピックアップの際に光半導体装置用接着剤が基材シートから剥離しや
すいため、光半導体素子と光半導体装置用接着剤とが共に一体となってピックアップされ
やすいため好ましい。
【００１４】
　また、シリコーン組成物を５１質量％以上含有する光半導体装置用接着剤であることが
好ましい。
【００１５】
　このように、光透過性に優れるシリコーン組成物を５１質量％以上含有する光半導体装
置用接着剤であれば、該光半導体装置用接着剤を用いて製造された光半導体装置が、光半
導体素子からの光の取り出し効率の良好な光半導体装置となるため好ましい。
【００１６】
　さらに、半硬化状態の光半導体装置用接着剤であることが好ましい。
【００１７】
　このように、半硬化状態の光半導体装置用接着剤であれば、光半導体素子が良好に圧着
、貼り付けでき、また光半導体素子とフィルム状の光半導体装置用接着剤とが共に一体と
なってピックアップしやすくなるため好ましい。
【００１８】
　また、本発明では、前記基材シート上に、複数個の前記光半導体装置用接着剤を配置し
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たものであることを特徴とする光半導体装置用接着剤シートを提供する。
【００１９】
　このように、上記光半導体装置用接着剤シートであれば、基材シート上に複数個の光半
導体装置用接着剤が配置したものであるため、一枚の光半導体装置用接着剤シート上に複
数の光半導体素子が貼り付けられることができる。さらに、ピックアップ時に光半導体素
子と光半導体装置用接着剤は共に一体となって剥離しピックアップされ、そのまま素子取
付部に搭載され、光半導体装置用接着剤を介して硬化接着されることができるものとなる
。そのため、前記素子取付部へのダイボンド剤のスタンピングが不要となり、光半導体装
置を効率よく製造でき、特に、光半導体装置の素子取付部に固定するまでの作業を効率よ
く行うことができる光半導体装置用接着剤シートとなる。
【００２０】
　さらに、本発明では、前記基材シート上に、スクリーン印刷により前記複数個の光半導
体装置用接着剤を配置することを特徴とする光半導体装置用接着剤シートの製造方法を提
供する。
【００２１】
　このように、上記光半導体装置用接着剤シートの製造方法であれば、該光半導体装置用
接着剤シートの製造のハイスループット化が可能となり、また素子取付部に硬化接着され
る光半導体素子の接着面積に合わせて適当なパターンのスクリーン版を用いることで均一
な形状、面積及び厚さを有するフィルム状の光半導体装置用接着剤を成形、配置すること
ができる。
【００２２】
　また、本発明では、ウエーハから切り出されソーティングされた光半導体素子を光半導
体装置内の素子取付部に硬化接着させて光半導体装置を製造する方法であって、前記ウエ
ーハから切り出されソーティングされた光半導体素子を基材シート上に配置されたフィル
ム状の光半導体装置用接着剤に貼り付ける貼り付け工程、前記貼り付けられた光半導体素
子を前記フィルム状の光半導体装置用接着剤と共に前記基材シート上から剥離してピック
アップするピックアップ工程、及び前記ピックアップされた光半導体素子を前記フィルム
状の光半導体装置用接着剤が前記素子取付部と接着するように搭載し、該フィルム状の光
半導体装置用接着剤を硬化させ該光半導体素子を前記光半導体装置に硬化接着するダイボ
ンド工程を有することを特徴とする光半導体装置の製造方法を提供する。
【００２３】
　このように、上記光半導体装置の製造方法であれば、貼り付け工程において光半導体素
子の素子取付部に接着される面にフィルム状の光半導体装置用接着剤が貼り付けられるこ
とができ、ピックアップ工程において光半導体素子と光半導体装置用接着剤は共に一体と
なって剥離してピックアップされることができ、ダイボンド工程においてピックアップさ
れた光半導体素子がそのまま素子取付部に搭載され、光半導体装置用接着剤を介して硬化
接着することができる。そのため、前記素子取付部へのダイボンド剤のスタンピング工程
が不要となり、光半導体装置を効率よく製造でき、特に、光半導体装置の素子取付部に固
定するまでの作業を効率よく行うことができる光半導体装置の製造方法となる。
【発明の効果】
【００２４】
　以上説明したように、本発明によれば、光半導体装置を効率よく製造でき、特に光半導
体素子を光半導体装置の素子取付部に固定するまでの作業を効率よく行うことができ、ダ
イボンド剤を素子取付部にスタンピングする時間を削減することができる光半導体装置用
接着剤、光半導体装置用接着剤シート、その製造方法及び光半導体装置の製造方法を提供
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の光半導体装置用接着剤シートの上面図である。
【図２】本発明の光半導体装置用接着剤シートの側面図である。
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【図３】（Ａ）本発明の光半導体装置用接着剤を用いた光半導体装置の製造フローと、（
Ｂ）従来の光半導体装置の製造フローを並べて示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、本発明の光半導体装置用接着剤、光半導体装置用接着剤シート、光半導体装置用
接着剤シートの製造方法、及び光半導体装置の製造方法について詳細に説明するが、本発
明はこれらに限定されるものではない。
　前述のように、高効率生産性、生産コストダウンの観点から液状、ペースト状のダイボ
ンド剤に代わる光半導体装置用接着剤及びそれを用いた光半導体装置の製造方法が望まれ
ていた。
【００２７】
　本発明者らは、上記課題を達成するため鋭意検討を重ねた結果、ウエーハから切り出さ
れソーティングされた光半導体素子を基材シート上からピックアップし、前記光半導体素
子を光半導体装置内の素子取付部に搭載した後、前記光半導体素子を前記素子取付部に硬
化接着するために用いる光半導体装置用接着剤であって、フィルム状に成形されており、
前記基材シート上に配置されており、前記基材シートから剥離できるものであることを特
徴とする光半導体装置用接着剤であれば、ＬＥＤ装置をはじめとした光半導体素子を有す
る光半導体装置の製造を効率よく行うことができ、特に光半導体素子を光半導体装置の素
子取付部に固定するまでの作業を効率よく行うことができ、ダイボンド剤を素子取付部に
スタンピングする時間を削減することができる光半導体装置用接着剤となることを見出し
、本発明を完成させた。
【００２８】
　また、本発明者らは、ウエーハから切り出されソーティングされた光半導体素子を光半
導体装置内の素子取付部に硬化接着させて光半導体装置を製造する方法であって、前記ウ
エーハから切り出されソーティングされた光半導体素子を基材シート上に配置されたフィ
ルム状の光半導体装置用接着剤に貼り付ける貼り付け工程、前記貼り付けられた光半導体
素子を前記フィルム状の光半導体装置用接着剤と共に一体として前記基材シート上から剥
離してピックアップするピックアップ工程、及び前記ピックアップされた光半導体素子を
前記フィルム状の光半導体装置用接着剤が前記素子取付部と接着するように搭載し、該フ
ィルム状の光半導体装置用接着剤を硬化させ該光半導体素子を前記光半導体装置に硬化接
着するダイボンド工程を有することを特徴とする光半導体装置の製造方法であれば、ＬＥ
Ｄ装置をはじめとした光半導体素子を有する光半導体装置の製造を効率よく行うことがで
き、特に光半導体素子を光半導体装置の素子取付部に固定するまでの作業を効率よく行う
ことができ、ダイボンド剤を素子取付部にスタンピングする時間を削減することができる
光半導体装置の製造方法となることを見出し、本発明を完成させた。
【００２９】
　本発明は、ウエーハから切り出されソーティングされた光半導体素子を基材シート上か
らピックアップし、前記光半導体素子を光半導体装置内の素子取付部に搭載した後、前記
光半導体素子を前記素子取付部に硬化接着するために用いる光半導体装置用接着剤であっ
て、フィルム状に成形されており、前記基材シート上に配置されており、前記基材シート
から剥離できるものであることを特徴とする光半導体装置用接着剤を提供する。
【００３０】
［光半導体素子］
　本発明に係る光半導体素子は、ウエーハから切り出されソーティングされた光半導体素
子であり、一般的に光半導体素子として扱われているものであれば特に制限されず、ＬＥ
Ｄ、ＬＤを例示することができる。このような光半導体素子は、特有の問題として、一般
に光量や発光波長等のばらつきが大きい。そのため、光半導体装置に固着される前に発光
波長等ごとに層別するソーティング作業が行われる。ソーティングは一つ一つの光半導体
素子の発光波長を測定して行うため、ソーティングされた後の光半導体素子は、通常、粘
着シートなどに層ごとに貼り付けておく必要がある。その点、本発明にかかる光半導体素
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子は、ウエーハから切り出されソーティングされた後、素子取付部に接着される面に本発
明の光半導体装置用接着剤が貼り付けられるものであり、光半導体装置内の素子取付部に
搭載された後、本発明の光半導体装置用接着剤により前記素子取付部に硬化接着されるも
のである。従って、ソーティングされた光半導体素子が基材シート上の光半導体装置用接
着剤に貼り付けられる工程において、ソーティングされた光半導体素子を層ごとに貼り付
けておくことと、光半導体装置用接着剤を圧着し貼り付けることが同時に達せられること
となる。
【００３１】
［基材シート］
　本発明に係る基材シートは、その上に本発明の光半導体装置用接着剤が配置されるもの
であり、かつ本発明の光半導体装置用接着剤がその上から剥離できるものであれば特に制
限はされない。このような基材シートとしては、例えばＰＥＴフィルム上に離型剤がコー
トされたＰＥＴセパレーターを使用することができる。前記ウエーハから切り出されソー
ティングされた光半導体素子は、前記基材シート上に配置された光半導体装置用接着剤に
貼り付けられ、前記基材シート上からピックアップされ、光半導体装置内の素子取付部に
搭載される。この際に、前記基材シートは、本発明の光半導体装置用接着剤が剥離できる
ものであるため、光半導体装置用接着剤はピックアップされた光半導体素子と共に一体と
なって基材シート上から剥離してピックアップされる。
【００３２】
［光半導体装置内の素子取付部］
　本発明の光半導体装置内の素子取付部は、前記光半導体素子が搭載される部分である。
【００３３】
［光半導体装置用接着剤］
　本発明の光半導体装置用接着剤は、前記光半導体素子を前記光半導体装置内の素子取付
部に硬化接着するために用いる光半導体装置用接着剤であって、フィルム状に成形されて
おり、前記基材シート上に配置されており、前記基材シートから剥離できるものである。
そのため、まず、前記ウエーハから切り出されソーティングされた光半導体素子は、前記
基材シート上に配置されフィルム状に成形された光半導体装置用接着剤に貼り付けられる
（貼り付け工程）。さらに、光半導体装置用接着剤はピックアップされた光半導体素子と
共に一体となって基材シート上から剥離してピックアップされる（ピックアップ工程）。
その後、光半導体素子が素子取付部に搭載され、硬化接着される工程において、本発明の
光半導体装置用接着剤を介して前記光半導体素子が素子取付部に搭載され、硬化接着され
る（ダイボンド工程）。これにより、本発明の光半導体装置用接着剤によれば、前記素子
取付部にダイボンド剤をスタンピングせずに前記光半導体素子を硬化接着でき、光半導体
装置の素子取付部に固定するまでの作業を効率よく行うことができ、光半導体装置の製造
の生産性を高めることができる。
【００３４】
・フィルム状の光半導体装置用接着剤
　本発明の光半導体装置用接着剤は、フィルム状に成形されているものである。そのため
、基材シート上に成形しやすく、また剥離しやすい。その上、前記光半導体素子には均一
な形状、面積及び厚みの光半導体装置用接着剤のフィルムが貼り付けられることができる
ため、硬化接着後の光半導体装置の品質は一定のものに保たれる。
【００３５】
　本発明の光半導体装置用接着剤は、フィルム状に成形されており、その面積は前記光半
導体素子の前記素子取付部に対する接着面の５１％以上２２５％以下の面積であることが
好ましく、より好ましくは７１％以上２００％以下の面積である。フィルム面積が５１％
以上であれば、硬化後に充分な接着強度を得ることができるため好ましく、２２５％以下
であれば、素子取付部を不必要に覆うことを回避できるため好ましい。
【００３６】
　また、本発明の光半導体装置用接着剤は、フィルム状に成形されており、その厚さは１
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μｍ以上１５０μｍ以下の範囲が好ましく、特に３μｍ以上１００μｍ以下であることが
好ましい。厚さが１μｍ以上であれば、硬化後に充分な接着強度を得ることができるため
好ましく、１５０μｍ以下であれば、光半導体素子が硬化接着された光半導体装置が厚く
なりすぎること等を回避できるため好ましい。
【００３７】
・前記基材シート上に配置された光半導体装置用接着剤
　本発明の光半導体装置用接着剤は、前記基材シート上に配置されているものである。そ
のため、ウエーハから切り出された後、光量や発光波長等に応じてソーティングされた光
半導体素子は、層ごとに基材シート上に配置された光半導体装置用接着剤に個々貼り付け
られることができる。
【００３８】
・前記基材シートから剥離できる光半導体装置用接着剤
　本発明の光半導体装置用接着剤は、前記基材シートから剥離できるものである。そのた
め、光半導体装置用接着剤はピックアップされた光半導体素子と共に一体となって基材シ
ート上から剥離してピックアップされる。その後、ダイボンド工程において、本発明の光
半導体装置用接着剤を介して前記光半導体素子が素子取付部に搭載され、硬化接着される
。以上により、本発明の光半導体装置用接着剤によれば、前記素子取付部にダイボンド剤
をスタンピングせずに前記光半導体素子を硬化接着でき、光半導体装置の素子取付部に固
定するまでの作業を効率よく行うことができ、光半導体装置の製造の生産性を高めること
ができる。
【００３９】
　本発明の光半導体装置用接着剤は、前記基材シートから剥離できるものであり、被接着
物に対する粘着力が２０ｋＮ／ｍ２以上３００ｋＮ／ｍ２以下であることが好ましく、３
０ｋＮ／ｍ２以上２００ｋＮ／ｍ２以下であることがより好ましい。この粘着力はＪＩＳ
　Ｚ　３２８４「ソルダーペースト」の粘着性試験における粘着力である。２０ｋＮ／ｍ
２以上であれば、基材シート上からのピックアップの際に光半導体素子とフィルム状の光
半導体装置用接着剤とが共に一体となってピックアップされやすいため好ましく、また、
３００ｋＮ／ｍ２以下であれば、ピックアップの際に光半導体装置用接着剤が基材シート
から剥離しやすいため好ましい。
【００４０】
　その他、本発明の光半導体装置用接着剤はシリコーン組成物を５１質量％以上含有する
ものであることが好ましい。シリコーン組成物を５１質量％以上含有することで、光半導
体装置用接着剤を用いて光半導体素子が硬化接着された光半導体装置は、光の取り出し効
率の良好な光半導体装置となる。また、本発明の光半導体装置用接着剤に含有されるその
他成分としては接着助剤、制御剤、硬化触媒、フィラーを適当量配合することができる。
【００４１】
　また、本発明の光半導体装置用接着剤の光吸収係数は１．０×１０４／ｍ以下であるこ
とが好ましい。
【００４２】
　さらに、本発明の光半導体装置用接着剤は半硬化状態のものであることが好ましい。こ
の半硬化状態とは、ＪＩＳ　Ｋ　６８００「接着剤・接着用語」に定義されているような
Ｂ－ステージ（熱硬化性樹脂の硬化中間体、この状態での樹脂は加熱すると軟化し、ある
種の溶剤に触れると膨潤するが、完全に溶融、溶解することはない）状態をいうものであ
る。フィルム状の光半導体装置用接着剤が半硬化状態であれば、光半導体素子が良好に貼
り付け（圧着）でき、また光半導体素子とフィルム状の光半導体装置用接着剤とが共に一
体となってピックアップしやすくなるため好ましい。
【００４３】
［光半導体装置用接着剤シート］
　また、本発明は前記基材シート上に、複数個の前記光半導体装置用接着剤を配置したも
のであることを特徴とする光半導体装置用接着剤シートを提供する。図１に、本発明の光
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半導体装置用接着剤シートの上面図を例示し、図２に側面図を例示する。このように、本
発明の光半導体装置用接着剤シート３は基材シート２上に、複数個のフィルム状の前記光
半導体装置用接着剤１を配置したものである。
【００４４】
　ウエーハから切り出されソーティングされた前記光半導体素子は、光半導体装置用接着
剤シートの複数個の光半導体装置用接着剤に個々貼り付けられる（貼り付け工程）。よっ
て、一枚の光半導体装置用接着剤シート上に複数の光半導体素子が貼り付けられることと
なる。さらに、光半導体素子のピックアップ時において、光半導体装置用接着剤は光半導
体素子と共に一体となって基材シート上から剥離してピックアップされる（ピックアップ
工程）。その後、光半導体素子が素子取付部に搭載され、硬化接着される工程において、
本発明の光半導体装置用接着剤を介して前記光半導体素子が素子取付部に搭載され、硬化
接着される（ダイボンド工程）。これにより、本発明の光半導体装置用接着剤シートによ
れば、前記素子取付部にダイボンド剤をスタンピングせずに前記光半導体素子を硬化接着
でき、光半導体装置の素子取付部に固定するまでの作業を効率よく行うことができ、光半
導体装置の製造の生産性を高めることができる。
【００４５】
　また、この際、ウエーハから切り出された後、光半導体素子を光量や発光波長等に応じ
てソーティング（層別）したときに、特定の層を有する光半導体素子を同一の光半導体装
置用接着剤シートに貼り付け、特定の層と異なる層を有する光半導体素子を異なる光半導
体装置用接着剤シートに貼り付ける使用形態とすることもできる。結果、層ごとの光半導
体素子が貼り付けられた光半導体装置用接着剤シートができる。これにより、特定の層の
光半導体素子が接着された光半導体装置用接着剤シートをそのままダイボンダーに設置し
て、特定の層を有する光半導体素子をまとめて素子取付部にダイボンドすることができる
。このような使用形態であれば、生産性の観点から好ましい。
【００４６】
［光半導体装置用接着剤シートの製造方法］
　さらに、本発明は前記基材シート上に、スクリーン印刷により前記複数個の光半導体装
置用接着剤を配置することを特徴とする前記光半導体装置用接着剤シートの製造方法を提
供する。これにより、光半導体装置用接着剤シートの製造のハイスループット化が可能と
なり、また素子取付部に硬化接着される光半導体素子の接着面積に合わせて適当なパター
ンのスクリーン版を用いることで均一な形状、面積及び厚さを有するフィルム状の光半導
体装置用接着剤を成形することができる。
【００４７】
［光半導体装置の製造方法］
　また、本発明は、ウエーハから切り出されソーティングされた光半導体素子を光半導体
装置内の素子取付部に硬化接着させて光半導体装置を製造する方法であって、前記ウエー
ハから切り出されソーティングされた光半導体素子を基材シート上に配置されたフィルム
状の光半導体装置用接着剤に貼り付ける貼り付け工程、前記貼り付けられた光半導体素子
を前記フィルム状の光半導体装置用接着剤と共に前記基材シート上から剥離してピックア
ップするピックアップ工程、及び前記ピックアップされた光半導体素子を前記フィルム状
の光半導体装置用接着剤が前記素子取付部と接着するように搭載し、該フィルム状の光半
導体装置用接着剤を硬化させ該光半導体素子を前記光半導体装置に硬化接着するダイボン
ド工程を有することを特徴とする光半導体装置の製造方法を提供する。
【００４８】
　はじめに、液状、ペースト状のダイボンド剤を使用する従来の光半導体装置の製造方法
について、図３（Ｂ）を用いて説明する。図３（Ｂ）には従来の光半導体装置の製造方法
のフロー図が示してある。まず、ＬＥＤ素子等の光半導体素子１３’がダイサー１１’に
よりウエーハ１２’から切り出される（工程１’）。切り出された光半導体素子１３’は
光量や発光波長等のばらつきが大きいため発光波長などを測定し、ソーティング（層別）
され（工程２’）、各層にソーティングされた光半導体素子１３’は、層ごとに粘着シー
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ト２１上に貼り付けられる貼り付け工程（工程３’）がされる。続いて、選択した発光波
長層の粘着シート２１上から、前記貼り付けられた光半導体素子１３’をピックアップす
るピックアップ工程（工程４－１’）をすると同時に、別に配置された光半導体装置１４
’内の素子取付部１５’にダイボンド剤２２をスタンピングにより塗布し（工程４－２’
）、ピックアップした光半導体素子１３’をダイボンド剤２２を介して素子取付部１５’
に搭載し、ダイボンド剤２２を硬化させて接着するダイボンド工程（工程５’）を行う。
しかし、前述のように、上記光半導体装置の製造方法ではダイボンド剤のスタンピング（
工程４－２’）に時間がかかるという問題を有しており、この問題は液状、ペースト状の
ダイボンド剤を使用する以上回避できない問題となっていた。その為、液状、ペースト状
のダイボンド剤に代わる光半導体装置用接着剤及びそれを用いた光半導体装置の製造方法
が望まれていた。
【００４９】
　次に、上記本発明の光半導体装置の製造方法の一実施態様について、図３（Ａ）を用い
て説明する。図３（Ａ）には、本発明の光半導体装置の製造方法のフロー図が示してある
。まず、ＬＥＤ素子等の光半導体素子１３がダイサー１１によりウエーハ１２から切り出
される（工程１）。切り出された光半導体素子１３は光量や発光波長等のばらつきが大き
いため発光波長などを測定し、ソーティングされる（工程２）。この際、ソーティング（
層別）したときに、特定の層を有する光半導体素子を同一の光半導体装置用接着剤シート
に貼り付け、特定の層と異なる層を有する光半導体素子を異なる光半導体装置用接着剤シ
ートに貼り付けることもできる。その場合は続く工程において、特定の層の光半導体素子
が接着された光半導体装置用接着剤シートをそのままダイボンダーに設置して、特定の層
を有する光半導体素子をまとめて素子取付部にダイボンドすることができるため好ましい
。
【００５０】
（貼り付け工程）
　各層にソーティングされた光半導体素子１３は、層ごとに基材シート２上に配置された
フィルム状の光半導体装置用接着剤１に貼り付けられる貼り付け工程（工程３）がされる
。この貼り付け工程により、ソーティングされた光半導体素子を一時貼り付けておくこと
と、光半導体素子に本発明の光半導体装置用接着剤を圧着し貼り付けることが同時に達せ
られることとなる。
【００５１】
　この貼り付け工程の前に、フィルム状の光半導体装置用接着剤を半硬化状態にすること
もできる。半硬化状態にする方法は特に限定されないが、熱風循環式オーブンを用いて行
うことが例示される。熱風循環式オーブンを用いて乾燥させる温度としては特に限定され
ないが４０℃以上１５０℃未満が好ましく４０℃以上１４０℃以下がより好ましい。温度
が４０℃以上であれば、硬化に要する時間が長くなることを抑制でき、また温度が１５０
度未満であれば硬化速度が速すぎて完全に硬化してしまうことを抑制できるため好ましい
。また、熱風循環式オーブンを用いて乾燥させる時間としては、１０秒以上２時間未満が
好ましく、１０秒以上１時間半以下がより好ましい。時間が１０秒以上であれば、光半導
体素子が良好に貼り付け（圧着）でき、また光半導体素子とフィルム状の光半導体装置用
接着剤とが共に一体となってピックアップしやすくなるため好ましく、また時間が２時間
未満であれば完全に硬化してしまうことを抑制できるため好ましい。
【００５２】
（ピックアップ工程）
　続いて、選択した発光波長層の光半導体装置用接着剤シート３において、前記貼り付け
られた光半導体素子１３を前記フィルム状の光半導体装置用接着剤１と共に前記基材シー
ト２上から剥離してピックアップするピックアップ工程（工程４）をし、これによりフィ
ルム状の光半導体装置用接着剤１が接着した光半導体素子１３がピックアップされる。
【００５３】
（ダイボンド工程）
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　前記ピックアップされた光半導体素子１３を前記フィルム状の光半導体装置用接着剤１
が光半導体装置１４の素子取付部１５と接着するように搭載し、該フィルム状の光半導体
装置用接着剤１を硬化させ該光半導体素子１３を前記光半導体装置１４に硬化接着するダ
イボンド工程（工程５）を行う。これにより、ダイボンド剤をスタンピングすることなく
、光半導体素子を光半導体装置の素子取付部に固定するまでの作業を効率よく行うことが
でき、光半導体装置の製造の生産性を高めることができる光半導体装置の製造方法となる
。
【実施例】
【００５４】
　以下、本発明の光半導体装置用接着剤、光半導体装置用接着剤シート及び光半導体装置
の製造方法の実施例及び比較例を示して本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれら
に限定されるものではない。はじめに本発明の光半導体装置用接着剤シートの実施例１及
び実施例２について説明する。
【００５５】
［光半導体装置用接着剤、光半導体装置用接着剤シート及びその製造方法］
（実施例１）
　光半導体装置用接着剤として硬化性シリコーン組成物であるＫＥＲ－３０００－Ｍ４（
信越化学工業株式会社製）、基材シートとしてＰＥＴセパレーター、ＰＥＴ＃３８ｘ－４
１－３０３５、３８μｍ（株式会社タカラインコーポレーション製）、スクリーン版とし
て１ｍｍ×１ｍｍの四角開口部が１０個並んだ行を１０行、合計１００個の開口部を間隔
０．５ｍｍで規則的に配列したスクリーン版、スクリーン印刷機としてミノグループ製の
スクリーン印刷機を用いた。
【００５６】
　これらを用い、スキージ角度７０°、スキージ速度３００ｍｍ／ｓｅｃ、クリアランス
量１ｍｍにて、基材シート上にスクリーン印刷により１００個の光半導体装置用接着剤を
配置した。その後、１２０℃の熱風循環式オーブン中でＰＥＴセパレーターごと印刷され
た光半導体装置用接着剤を１２０秒間乾燥することにより、ＰＥＴセパレーター上に半硬
化状態のフィルム状の光半導体装置用接着剤が配置された光半導体装置用接着剤シートを
得た。この光半導体装置用接着剤は１ｍｍ×１ｍｍ（実施例において接着される光半導体
素子との面積割合１００％）の四角形状で厚さ１０μｍであった。
【００５７】
　上記実施例１のようにして製造された光半導体装置用接着剤シートは、複数個の光半導
体装置用接着剤を配置したものとなる。また、基材シート上の光半導体装置用接着剤は、
フィルム状に成形されており、前記基材シート上に配置されており、前記基材シートから
剥離できるものとなる。以下、詳細に説明していく。
【００５８】
［接着強度の評価］
　実施例１で得られた光半導体装置用接着剤シートのフィルム状の光半導体装置用接着剤
を用いて、光半導体素子の接着強度を評価した。このフィルム状の光半導体装置用接着剤
に１ｍｍ×１ｍｍの接着面積を有する青色ＬＥＤ素子を圧着した後、ピンセットで素子を
つかみながら持ち上げたところ、ＰＥＴセパレーターから光半導体装置用接着剤を容易に
剥すことができた。このときにはフィルム状の光半導体装置用接着剤は素子の一面（素子
取付部に接着される面）にきれいに貼り付いたまま光半導体素子と共に一体となってピッ
クアップされた。その後、このフィルム状の光半導体装置用接着剤付き光半導体素子を、
銀メッキを施した銅板（素子取付部に相当）にフィルム状の光半導体装置用接着剤を介し
て接着するように圧着した後、１５０℃の熱風循環式オーブン中で２時間加熱して硬化接
着させた。硬化接着後のせん断接着強度は４ＭＰａであった。せん断接着強度は強度テス
ター（デイジ社製）を用いて測定した。
【００５９】
（実施例２）
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　また、使用するスクリーン版の四角開口部を１００ｍｍ×１００ｍｍとした以外は実施
例１と同様にして、厚さ１０μｍの半硬化状態のフィルム状の光半導体装置用接着剤が配
置された光半導体装置用接着剤シートを得た。続いて、以下の方法で基材シート上の光半
導体装置用接着剤の粘着力の評価、光透過性の評価を行った。
【００６０】
［粘着力の評価］
　実施例２で得られた光半導体装置用接着剤シートのフィルム状の光半導体装置用接着剤
を用いて、粘着力タッキネステスター（株式会社マルコム製）にて評価した。評価方法は
定圧浸入方式（ＪＩＳ規格準拠）にて行った。結果、粘着力は３０ｋＮ／ｍ２であった。
【００６１】
［光透過性（光吸収係数）の評価］
　実施例２で得られた光半導体装置用接着剤シートのフィルム状の光半導体装置用接着剤
を用いて、光透過性（光吸収係数）を、分光光度計（株式会社日立ハイテクノロジーズ製
）にて評価した。厚さ１ｍｍの石英ガラスに実施例２の光半導体装置用接着剤シートの光
半導体装置用接着剤を貼り付けて測定サンプルとした。空気のみ（測定サンプルなし）の
時を光透過率１とし、波長４００ｎｍから８００ｎｍでの測定平均値を光透過率とした。
光吸収係数は次の式（１）により定義し、式（２）により算出した。
Ｔ∝ｅｘｐ（－β・ｔ）　　　　（１）
【００６２】
　ここでＴは光透過率、Ｒは境界面での反射率、ｔは光半導体装置用接着剤の厚さ、そし
てβが光吸収係数である。式（１）から光吸収係数βは厚さの異なる測定サンプルの光透
過率Ｔを測定し、この光透過率の対数ｌｎ（Ｔ）と厚さｔのグラフの傾きから求めること
ができる。すなわち
β＝ｌｎ（Ｔ２／Ｔ１）／（ｔ１－ｔ２）　　　　（２）
【００６３】
　厚さｔ１、ｔ２と光透過率Ｔ１、Ｔ２の添字の１、２は異なる厚さの光半導体装置用接
着剤サンプル番号を示す。本光透過性の評価では、添字のｔ１を１０μｍとし、ｔ２をｔ

１を２枚重ね合わせた２０μｍとし、それぞれの光透過率Ｔ１、Ｔ２を測定した。その結
果、光半導体装置用接着剤の光吸収係数は３．５×１０３／ｍであった。
【００６４】
　以下、前記実施例１と同様にして、スクリーン版の四角開口部の大きさ（光半導体素子
との面積割合）だけを変化させて、フィルム状の光半導体装置用接着剤が配置された光半
導体装置用接着剤シートを得、それを用いた光半導体装置の製造方法の実施例３～９につ
いて説明する。なお、各実施例中のスクリーン版の四角開口部の大きさ（接着剤面積）、
素子との面積割合（光半導体装置の素子取付部に対する接着面積）、粘着力、硬化接着後
のせん断接着強度、光半導体装置の製造効率、光吸収係数についてまとめた結果を表１に
示す。なお、粘着力、硬化接着後のせん断接着強度、光吸収係数は上記の評価と同様にし
て求めた。
【００６５】
（実施例３）
　使用するスクリーン版の四角開口部を０．７ｍｍ×０．７ｍｍ（光半導体素子との面積
割合４９％）とした以外は実施例１と同様に行い光半導体装置用接着剤シートを得た。そ
の後、ウエーハから切り出されソーティングされた１ｍｍ×１ｍｍの青色ＬＥＤ素子１０
０個を基材シート上に配置されたフィルム状の光半導体装置用接着剤に貼り付けて、貼り
付けられた青色ＬＥＤ素子をフィルム状の光半導体装置用接着剤と共に基材シート上から
剥離してピックアップし、ピックアップされた青色ＬＥＤ素子をフィルム状の光半導体装
置用接着剤が素子取付部と接着するように搭載し、フィルム状の光半導体装置用接着剤を
硬化させ青色ＬＥＤ素子を光半導体装置に硬化接着して、青色ＬＥＤ素子を有する光半導
体装置を製造した。硬化接着後のせん断接着強度は３．５ＭＰａであった。また、フィル
ム状の光半導体装置用接着剤の粘着力は３０ｋＮ／ｍ２であり、光吸収係数は３．５×１
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０３／ｍであった。製造効率は下記の比較例１に要した時間を製造効率１としたとき、１
／５であった。
【００６６】
（実施例４）
　使用するスクリーン版の四角開口部を１．５ｍｍ×１．５ｍｍ（光半導体素子との面積
割合２２５％）とした以外は実施例１と同様に行い光半導体装置用接着剤シートを得た。
また、実施例３と同様にして青色ＬＥＤ素子を有する光半導体装置を製造した。硬化接着
後のせん断接着強度は４．５ＭＰａであった。また、フィルム状の光半導体装置用接着剤
の粘着力は３０ｋＮ／ｍ２であり、光吸収係数は３．５×１０３／ｍであった。製造効率
は１／５であった。
【００６７】
（実施例５）
　使用するスクリーン版の四角開口部を０．６ｍｍ×０．６ｍｍ（光半導体素子との面積
割合３６％）とした以外は実施例１と同様に行い光半導体装置用接着剤シートを得た。ま
た、実施例３と同様にして青色ＬＥＤ素子を有する光半導体装置を製造した。硬化接着後
のせん断接着強度は１．５ＭＰａであった。また、フィルム状の光半導体装置用接着剤の
粘着力は３０ｋＮ／ｍ２であり、光吸収係数は３．５×１０３／ｍであった。製造効率は
１／５であった。
【００６８】
（実施例６）
　使用するスクリーン版の四角開口部を１．６ｍｍ×１．６ｍｍ（光半導体素子との面積
割合２５６％）とした以外は実施例１と同様に行い光半導体装置用接着剤シートを得た。
また、実施例３と同様にして青色ＬＥＤ素子を有する光半導体装置を製造した。この際に
、１ｍｍ×１ｍｍの青色ＬＥＤ素子を圧着した後にピンセットで素子をつかみながら持ち
上げたところ、ＰＥＴセパレーターから光半導体装置用接着剤を剥す際に外周部分が折れ
曲がり、きれいに剥離できないものが１０％あった。硬化接着後のせん断接着強度は４．
７ＭＰａであった。また、フィルム状の光半導体装置用接着剤の粘着力は３０ｋＮ／ｍ２

であり、光吸収係数は３．５×１０３／ｍであった。製造効率は１／５であった。
【００６９】
（実施例７）
　１２０℃の熱風循環式オーブン中でＰＥＴセパレーターごと印刷された光半導体装置用
接着剤を９０秒間乾燥とした以外は実施例１（四角開口部１ｍｍ×１ｍｍ、光半導体素子
との面積割合１００％）と同様に行い光半導体装置用接着剤シートを得た。また、実施例
３と同様にして青色ＬＥＤ素子を有する光半導体装置を製造した。硬化接着後のせん断接
着強度は３．５ＭＰａであった。また、フィルム状の光半導体装置用接着剤の粘着力は３
５ｋＮ／ｍ２であり、光吸収係数は３．５×１０３／ｍであった。製造効率は１／５であ
った。
【００７０】
（実施例８）
　８０℃の熱風循環式オーブン中でＰＥＴセパレーターごと印刷された光半導体装置用接
着剤を２０分間乾燥とした以外は実施例１（四角開口部１ｍｍ×１ｍｍ、光半導体素子と
の面積割合１００％）と同様に行い光半導体装置用接着剤シートを得た。また、実施例３
と同様にして青色ＬＥＤ素子を有する光半導体装置を製造した。硬化接着後のせん断接着
強度は５ＭＰａであった。また、フィルム状の光半導体装置用接着剤の粘着力は５０ｋＮ
／ｍ２であり、光吸収係数は３．５×１０３／ｍであった。製造効率は１／５であった。
【００７１】
（実施例９）
　８０℃の熱風循環式オーブン中でＰＥＴセパレーターごと印刷された光半導体装置用接
着剤を１５分間乾燥したこと以外は実施例１（四角開口部１ｍｍ×１ｍｍ、光半導体素子
との面積割合１００％）と同様に行い光半導体装置用接着剤シートを得た。また、実施例
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３と同様にして青色ＬＥＤ素子を有する光半導体装置を製造した。硬化接着後のせん断接
着強度は４．２ＭＰａであった。また、フィルム状の光半導体装置用接着剤の粘着力は３
００ｋＮ／ｍ２であり、光吸収係数は３．５×１０３／ｍであった。製造効率は１／５で
あった。
【００７２】
（比較例１）
　ペースト状のダイボンド剤を用いた従来の光半導体装置の製造方法の製造効率を実施例
と同じダイボンダー（エーエスエム・アッセンブリー・テクノロジー株式会社製）にて評
価した。１ｍｍ×１ｍｍの青色ＬＥＤ素子１００個を粘着フィルムＥＬＰ　Ｖ－８Ｓ（日
東電工株式会社製）の上に圧着固定してダイボンダーに設置してダイボンドを行った。ダ
イボンド剤のスタンピングに時間がかかり、光半導体装置用接着剤シートを使用する時間
よりも５倍の製造時間（製造効率１）がかかった。硬化接着後のせん断接着強度は４．０
ＭＰａであった。光吸収係数は３．５×１０３／ｍであった。
【００７３】
（比較例２）
　実施例１で作製した厚さ１０μｍの半硬化状態の光半導体装置用接着剤を１５０℃、２
時間で完全硬化させ硬化物とした。１ｍｍ×１ｍｍ（素子との面積割合１００％）の四角
形状の完全硬化フィルムに、１ｍｍ×１ｍｍの青色ＬＥＤ素子を貼り付けた（圧着）後に
ピンセットで素子をつかみながら持ち上げたところ、光半導体装置用接着剤は青色ＬＥＤ
素子の一面にまったく貼り付かず、基材シートから剥離できなかった。そのため、製造効
率は算出できなかった。なお、比較例２では、硬化接着後のせん断接着強度は測れず、粘
着力は１ｋＮ／ｍ２であった。基材シートから剥離できなかったため、光吸収係数は測定
できなかった。
【００７４】
【表１】

【００７５】
　以上、本発明の光半導体装置用接着剤を用いず、従来法により光半導体装置を製造した
比較例１は、ダイボンド剤のスタンピングが必要であり、本発明の光半導体装置用接着剤
を使用した光半導体装置の製造時間よりも５倍の製造時間（製造効率１）がかかった。ま
た、光半導体素子の貼り付け前に接着剤を完全硬化して硬化物とした比較例２では、光半
導体装置を製造することができなかった。一方で、本発明の光半導体装置用接着剤を用い
て光半導体装置を製造した実施例３～９によれば、ダイボンド剤のスタンピングを省略す
ることができ、比較例１に比べて１／５の製造時間（製造効率１／５）で光半導体装置を
製造できることが明らかとなった。これにより、本発明の光半導体装置用接着剤、光半導
体装置用接着剤シート及び光半導体装置の製造方法により、光半導体素子を光半導体装置
の素子取付部に固定するまでの作業を効率よく行うことができ、光半導体装置の製造の生
産性を高めることができることが明らかとなった。
【００７６】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は例示であり
、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様な
作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。
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【符号の説明】
【００７７】
１…光半導体装置用接着剤、　２…基材シート、　３…光半導体装置用接着剤シート、　
１１、１１’…ダイサー、　１２、１２’…ウエーハ、　１３、１３’…光半導体素子、
　１４、１４’…光半導体装置、　１５、１５’…、素子取付部、　２１…粘着シート、
　２２…ダイボンド剤

【図１】

【図２】

【図３】
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